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諮問書 

食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 13 条第１項の規定に基づき、下記

の事項について、貴会の意見を求めます。 

記 

食品中の有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）に係る規格基準の設定について 

以上 

資料１－１食品規格・乳肉水産・伝達性海綿状脳症対策部会令和７年２月10日




